
掲示板規約変更点 

東京理科大学学友会常任委員会 

 

第二条   

変更前 

本規約において掲示板とは、学友会が所持している、神楽坂キャンパスの神楽坂校舎および九段校

舎内にある、以下の掲示板の事を指す。 

(1) 神楽坂校舎 3 号館ピロティ掲示板（2 面） 

(2) 神楽坂校舎 6 号館 1階談話室掲示板（2 面） 

(3) 九段校舎 北棟 2階スロープ前掲示板（3面） 

 

変更後 

本規約において掲示板とは、学友会が所持している、神楽坂キャンパスの神楽坂校舎および九段校

舎内にある、以下の掲示板の事を指す。 

(1) 神楽坂校舎 3 号館ピロティ掲示板（2 面） 

(2) 九段校舎 北棟 2階スロープ前掲示板（3面） 

 

第十二条   

変更前 

同一の内容の掲示物は、３箇所の掲示板にそれぞれ 1枚のみ掲示可能とする。 

 

変更後 

同一の内容の掲示物は、２箇所の掲示板にそれぞれ 1枚のみ掲示可能とする。 

 

第十五条   

第十七条に移動 

 

第十五条として追加 

掲示期間を過ぎた掲示物は、学友会常任委員会が回収、処分する。また事前に要望があれば、回収

した掲示物は学友会常任委員会の方で保管するが、１週間までとする。 

 

第十七条   

第十八条に移動 
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